
日本政府に核兵器禁止条約への署名、批准を求める署名運動への 

ご協力のお願い 
 

2017 年 7 月 7 日、国連の会議で 122 か国の賛同をえて「核兵器禁止条約」が採択さ

れました。批准国が 50 か国に達した昨年 10 月 24 日から 90 日を経た、今年(2021 年） 

1 月 22 日、「国際法」としての効力を発しました。核兵器は国際法で違法とされたので

す。 

しかし、核兵器保有国やそれらの国の「核の傘」で守られている国々はこの条約の制定

に反対して、条約が発効しても署名も批准もしていません。日本政府も「唯一の戦争被爆

国」 を標榜しながら、署名も批准もしないと公言しています。アメリカの核の傘に守っ

てもらう安全保障政策をとっているからです。被爆者や多くの国民の要請があるにも関わ

らず耳を傾けようとはしません。 

私たちは、日本政府が、国際法に反し人道に反する核兵器に頼らない安全保障政策をと 

ってほしいと思います。 

そこで、日本被団協は「核兵器禁止条約」に署名し批准するよう日本政府に要請する署

名運動をはじめました。すでに同じ趣旨の署名運動も取り組まれています。これらの運動

とも連帯して、大きな声となって政府、国会に届くことを願っています。 

日本被団協の署名用紙をお届けします。要請文をそのまま使っていただけば、様式自由

で独自に署名用紙をつくってくださってもかまいません。署名の結果は日本被団協にお送 

リいただくか、独自に政府に提出される場合は署名数を日本被団協にご報告いただければ

幸いです。 

日本政府に核兵器禁止条約に署名、批准を求める市民の声を集め、核兵器のない世界の

実現にむけてともに歩んでくださるよう、よろしくお願いいたします。 
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日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名 
被爆 75 年にあたる 2020 年 10 月 24 日、核兵器禁止条約の発効要件を満たす 50 カ

国の批准書（加入書を含む）が寄託され、2021 年 1 月 22 日に発効となりました。 
核兵器の使用が国際法で禁止されたのです。 

今や核保有国を含む世界の市民の多くが、 核兵器が反人間的兵器で不要なものである
ことを知るところとなりました。 

戦争による核攻撃を受けた唯一の国である日本政府は、核兵器の禁止から廃絶へ 
今こそ先頭に立って世界をリードするときです。 

私は、日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求めます。 

名 前 住 所 

  

  

  

  

  

※ 本署名は日本原水爆被害者団体協議会が取りまとめて日本政府関係者へ届けます。 
※ 個人情報は、適切に管理し、本署名活動以外には使用いたしません。 
※ 提出期限は、2021 年 9 月末までに送付先必着 

（取組み期間および一次締切は 8 月末〆） 
 
 
署名記入と提出にあたってのお願い 
• 署名はボールペンで、都道府県からお書きください。代筆も可能です。年齢等の制限はありません。 
• 同一住所でも「〃」や「同上」と書かず、番地まですべてお書きください。  
• ２枚以上集める場合は、コピーしてご署名ください。右上の二次元コードもしくはパルシステム東京

のホームページから web で署名していただく事も可能です（重複は不可） 
• 署名用紙は、配達便での配付・回収はいたしません。送付先住所にご郵送ください。（送料自己負担） 
 
 

【主催団体／送付先】 
日本原水爆被害者団体協議会 

〒105-0012 東京都港区芝大門 1-3-5 
ゲイブルビル９F 

TEL:（03）3438-1897 
FAX:（03）3431-2113 

 

［オンライン署名ご希望の方］ 


